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新旧対照表 

令和 5年 4月 14日 

auカブコム証券 

 

変更箇所は下線部 

・信用ロボアド（信用取引投資助言サービス）利用約款 

新 旧 備考  

信用ロボアド（信用取引投資助言サービス）利用約款 

（略） 

第 6 条（サービスの目的） 

（略） 

 

 

 

2.お客さまは、本サービスにて提供された投資情報を、お客さま自身に

おいて行う投資において参考情報として利用するものとします。 

3.当社はお客さまへの事前通知なく、本サービスにかかるシステムの保

守点検のため及び不測の事態等の事由により、本サービスの一部または

全部の提供を一時的に中断、停止、または理由の如何を問わず停止する

ことができるものとします。 

信用ロボアド（信用取引投資助言サービス）利用約款 

（略） 

第 6 条（サービスの目的及び提供方法） 

（略） 

2. 本サービスは、自動化されたプロセスに従い創出される投資助言を、

お客さまに原則 8 時頃 1 日 1 回お送りします。投資助言はお客さまのみ

アクセス可能なウェブサイト上に記載する方法により提供します。 

3. お客さまは、本サービスにて提供された投資情報を、お客さま自身に

おいて行う投資において参考情報として利用するものとします。 

4. 当社はお客さまへの事前通知なく、本サービスにかかるシステムの保

守点検のため及び不測の事態等の事由により、本サービスの一部または

全部の提供を一時的に中断、停止、または理由の如何を問わず停止する

ことができるものとします。 

 

 

 

記載を修正 
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第 7 条（サービスの内容） 

（略） 

2.お客さまの投資（信用取引）の参考になる投資助言情報を信用ロボア

ド専用サイトに定期的に提供します。 

3.お客さまはご自身の判断で信用ロボアド専用サイトより信用取引の発

注を行えます。 

4.お客さまは信用取引の発注の際に、自己の判断に基づいて「発注アシ

ストモード」を利用することができます。また、その場合には、お客さ

まは、個々の発注前に信用ロボアドによる投資助言及びその投資助言に

基づく自動発注内容を確認するものとします。 

 

 

 

 

 

5.お客さまは信用ロボアド専用サイトより発注を行った運用の状況を、

信用ロボアド専用サイト上で確認することができます。 

（略） 

 

第 7 条（サービスの内容） 

（略） 

2.お客さまの投資（信用取引）の参考になる投資助言情報をお客さまの

ウェブサイトに定期的にお送りします。 

3.お客さまはご自身の判断でウェブサイトより信用取引の発注を行えま

す。 

4.信用取引の発注の際は、お客さまの手間を軽減させるため「発注アシ

ストモード」を提供いたします。 

※発注アシストモードは、サービス開始直後は無効化されておりますの

で、お客さまのご判断のもと有効化しご利用ください。 

※発注アシストモードが有効化されていても、信用ロボアドサービスに

1 ヶ月半以上ログインされない場合は自動で無効化します。 

※発注アシストモードはあくまで信用ロボアドの投資助言内容を自動発

注する機能です。信用取引における資産管理はお客さまご自身で行って

ください。 

5.お客さまは投資助言情報に基づいた運用の状況を、ウェブサイト上で

確認することができます。 

（略） 

 

 

 

記載を修正 

 

第 8 条（投資助言の方法） 

当社は、国内の有価証券等の価値等またはこれらの価値等の分析に基づ

く投資判断に関し、お客さまに対して下記の方法により助言を行うもの

とします。 

1.当社は、お客さまが選択した運用コースに応じて、信用取引対象銘柄

に関する仕掛け・手仕舞い助言を提供いたします。 

2.原則、毎営業日 8 時頃 1 日 1 回、当社が提供する信用ロボアド専用サ

新設 投資助言の方法を追記 
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イトを通じてお客さまに助言予定内容が提供されます。 助言内容には

銘柄、株数、売買の別等の情報が含まれます。 

3.お客さまが助言に基づいた取引を希望される場合は、信用ロボアド専

用サイトから発注いただくことで、信用ロボアド専用サイトから発注・

約定された建玉に対して手仕舞い助言を配信します。 

第 9 条（サービス開始、内容変更等） 

（略） 

第 8 条（サービス開始、内容変更等） 

（略） 

条項番号の変更 

第 10 条（クーリング・オフ） 

（略） 

第 9 条（クーリング・オフ） 

（略） 

条項番号の変更 

第 11 条（利用料金） 

（略） 

第 10 条（利用料金） 

（略） 

条項番号の変更 

第 12 条（本サービスの範囲） 

（略） 

第 11 条（本サービスの範囲） 

（略） 

条項番号の変更 

第 13 条（内部者登録銘柄について） 

お客さまが内部者にご登録頂いた銘柄につきましては、投資助言の配信

対象銘柄となりますが、信用ロボアド専用画面からの発注及び発注アシ

ストモードによる自動発注は何れも発注時エラーとなり、注文を承るこ

とができませんのでご注意ください。 

 

新設 内部者登録銘柄のお取

り扱いについて追記 



 

4 

第 14 条（免責事項） 

（略） 

第 12 条（免責事項） 

（略） 

条項番号の変更 

第 15 条（取引停止・契約の解約） 

（略） 

第 13 条（取引停止・契約の解約） 

（略） 

条項番号の変更 

第 16 条（成功報酬の未払い） 

（略） 

第 14 条（成功報酬の未払い） 

（略） 

条項番号の変更 

第 17 条（信用口座の閉鎖） 

（略） 

第 15 条（信用口座の閉鎖） 

（略） 

条項番号の変更 

第 18 条（通知の効力） 

（略） 

第 16 条（通知の効力） 

（略） 

条項番号の変更 

第 19 条（本約款の変更） 

（略） 

第 17 条（本約款の変更） 

（略） 

条項番号の変更 

第 20 条（適用法令及び合意管轄） 

（略） 

第 18 条（適用法令及び合意管轄） 

（略） 

条項番号の変更 

（2023 年 5 月） （2022 年 12 月） 更新日の変更 

 


